
請求（申請）のできる保険給付等

労災
保険



仕事によるもの 業務災害

労災保険

通勤災害通勤によるもの
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仕事または通勤が原因で負傷したり病気になった場合

療養（補償）給付

療養の給付

療養の費用の支給

通院費 「療養の費用の支給」のうちのひとつです
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4

3



休業（補償）給付
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休業（補償）給付を受ける
ための手続き
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休業補償特別援護金
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仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合

遺族（補償）年金

遺族（補償）一時金

遺族（補償）年金または一時金、葬祭料（葬祭給付）を受けることができます。
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葬祭料（葬祭給付）

長期家族介護者援護金
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未支給の保険給付・特別支給金
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労災就労保育援護費

労災就学援護費
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既に労災保険給付を受けている場合

傷病（補償）年金
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障害（補償）給付

アフターケア（アフターケア通院費）
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※請求受付から給付
決定までの期間は、
おおむね3ヶ月です
が、場合によっては、
3ヶ月以上を要する
こともあります。

※症状固定及び障害等級の
認定の際は、必要に応じて
専門医による症状の確認を
行う場合があります。
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介護（補償）給付

（平成２４年３月１日現在。［　］の額は平成２４年４月１日改正予定額です。）。
［５６,６００～１０４,２９０円］
［２８,３００～５２,１５０円］
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義肢等補装具の費用の支給

外科後処置
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その他の支援制度について

二次健康診断等給付

会社の健康診断で異常の所見があると診断された場合
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１～３に共通して当てはまる場合

18



チェックシート
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